
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

保健福祉部　子育て支援課

ひとり親家庭等医療費受給者証の新規交付事務

重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則

第３条第３項

（電話　０８８－６２１－５５６４　　）

１　申請に必要なものは次のとおりとする。
　⑴　ひとり親家庭等医療費受給者認定申請書
　⑵  印鑑
  ⑶　健康保険証
  ⑷　児童扶養手当証書（受給している場合のみ）
  ⑸　戸籍謄本
  ⑹  その他ひとり親家庭であることを証する書類（⑷、⑸の書類でひと
    り親家庭等を証明できない場合）
  ⑺　住民税の所得課税証明書（他市区町村で住民税が課税対象である場
　　合のみ）
　⑻  子どもの世帯全員の住民票（子どもの住所が徳島市外にある場合の
　　み）

２　申請者が児童扶養手当の受給者又は申請者の場合、児童扶養手当の受
　給者台帳より、配偶者のない男子、配偶者のない女子、父母のない児童
　であることを確認するものとする。なお、受付時に児童扶養手当証書が
　有効期限外であった場合、新たな証書が発行されることを確認後、受給
  資格を認定するものとする。

３　児童扶養手当を受給していない者についても、配偶者のない男子、配
　偶者のない女子の認定基準は、児童扶養手当の例によるものとする。
　父母のない児童についても、この例に従う。

４　受給者証の有効期限は原則として１１月１日から翌１０月３１日まで
　の１年間とし、当該有効期限が満了する日の属する年の前々年中の所得
　により受給資格を判定するものとする。

設定等年月日 平成２４年　８月　１日設定（平成３０年１０月　１日最終変更）

標準処理期間 総日数　　６０　　日（休日を除く・休日を含む）

（設定しない
ものについて
はその理由）

設定等年月日 平成２４年　８月　１日設定（平成２８年１０月　１日最終変更）
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